
、 ン ンポジウム 

公的研究機関の 独立行政法人化のインパク 
公的研究機関経常論の 視点 カリ 

@
 

株 高 正恭 ( 千葉理科大学 [20 ㏄年 4 月開学予定 ] 副学長 ) 

研究・技術計画学会 
第 18 回年次学術大会シンポジューム 

「ナショナルイノベーションシステムの 進化と政策的対応」 

公的研究機関の 
独立行政法人化のインパクト 

公的研究機関経営論の 視点から 

7
 

Ⅱ
 恭
 

 
 

2
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本説明の進行 
8 分析の背景となったデータ 

1f 

雙 独立行政法人化に ょ 6 枠組み変化 

@@ 丁 

& 研究系機関の 独立行政法人化の 進展状況 

@f 

荻 インパクトの 総括的概観 

Ⅰ 

穏 問題点及び留意点、 

Ⅰ 

9. とりあ えずの評価 ( 私論 ) 

分析の背景子一 タ 

この解析は主として 下記のデータを 使用して 

行った。 

靱   独立行政法人評価年報における 評価結果の 

報告 

蛾 ・独立法人研究機関 ( 先行法人 ) の関係者との 

意見交換 
難   公的研究機関の 経営責任者等への 調査インタ 

ビュ 一の結果 

にの調査そのものは、 公的研究機関におけるマ 

ネージメントに 関する経営トップの 考え方、 最近の エ 

夫 等を把握することを 目的としたもの。 ) 
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独立行政法人化に 伴 う 枠組みの特徴 
そのⅠ 

「・基本的考え 方 

灘目標管理、 計画経営アプローチ 

鰯     経営契約概俳の 導入 

難事業実施中期目標期間の 設定 (3 ～ 5 年 ) 
斡 監督モデルの 変更 

( 事前審査中心主義から 事後評価重点、 

主義へ ) 
頚 「自立」と「自律」 

穏 透明性とアカウンタビリティによる 社会的監視 

独立行政法人化に 伴 う 枠組みの特徴 
その 2 

2. 業務の進め方主要内容 
& 「中期目標 ( 国が設定 ) 一中期計画 ( 法人が策定 ) 一 

業務執行 ( 法人 ) 一 総合的業務実績評定 ( 監督官庁 
の 評価委員会 ) 」の事業サイクル 構造 

法人は年度ごとの 事業計画も作成 
& 公認会計士による 会計審査 

難 評価は監督官庁の 評価委員会が 中心 

中期計画の付議 
毎事業年度の 業務評定 
目標期間後の 総合評価 
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独立行政法人化に 伴 う 枠組みの特徴 
その 3 

3. 財務、 予算 
戴 研究費、 人件費、 運営費等の経常的経費は 

交付金で国より 供与 ( 渡し切りの予算 ) 

驚 設備等の固定資産経費は 補助金として 国よ 

り供与 

致 年度を越える 繰越は可能 

運 資金の弾力的使用は 可能 ( 国の支出費目が 

異ならない限り、 流用の制限はなし。 ) 

独立行政法人化に 伴 う 枠組みの特徴 
その 4 

4. 組織・定員 

田内部組織は 自主決定可能 ( 法令には従 う義 

務 ) 

鑑定員管理は 予算の範囲内で 自主的に決定 

驚     給与制度は予算の 範囲内で自主決定可能 

法人及び役職員の 業績の反映が 必要 

( 通則注 52 条及び 57 条 ) 
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独立行政法人化に 伴 う 枠組みの特徴 
その 5 

9, 5. 公開資料 

& 業務方法書 

笘 ，中期目標・ 中期計画・年度計画   

& 事業報告書・ 財務諸表・決算報告書．監査報告 
三目 車 

& 監督官庁の評価委員会評価結果 

& 役職員の報酬・ 給与支給基準 

曲 情報公開法の 対象 ( プライバシ一等 ョト 公開 事 

由に 該当するものを 除き公開 ) 

l
 

の
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S 先行法人 
糖 旧国立試験研究機関 

57 機関～ 32 機関 (200 ・ M 年 4 月 ) 

報 ・総務省 2 財務省 1 文科 省 8 厚生労働省 3 農林 

水産省 8 経済産業省 2 国土交通省 フ 環境省「 

難   主たる統合 

* 産 総研 C ェ 技院及び 15 機関を統合 ) 

* 農業技術研究機構 ( 農業関係 13 機関を統合 ) 

* 水産総研 ( 水産 9 機関を統合 ) 

* 物質材料研究機構 (2 機関を統合 ) 
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研究開発関係の 
独立行政法人化の 現況その 2  

 

ョ 特殊法人研究開発組織の 独立行政法人化 
2003 年「 0 月 1 目 

糞理化学研究所、 科学技術振興事業団は 単独で。 ( ただ 

し、 後者は科学技術振興機構に 名称変更 ) 
穐 宇宙開発関係 3 機関の統合 

き 大学等の独立行政法人法千組織 ( 大学法人等 ) 
2004 年 4 月「 日 

99 大学から 89 大学へ 

大学共同利用機関の 統合 4 法人化 

大学関連研究組織の 独立行政法人化 
ョ 原子力関係 2 法人 ( 原研と サイクル機構 ) の統合独立行 
政法人化 2004 年 10 月 1 日 

研究開発関係の 
独立行政法人化の 現況その 3 

き 新しい独立法人化検討の 動き 

9. 公立大学 

は 公立研究所 

韓国の直轄研究所として 残ったもの 

厚生労働省関係が 主 

* 研究にハンデキャップを 持たないように 

するための工夫の 可能性の検討 

* 将来の独立法人化は 検討課題。 
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独立行政法人化のインパクトに 関す 

る総括的概観その「 
自 理事長、 学長等トップをはじめとして 役員、 経営スタッ 

フにおける緊張感 

* トップの敏感さ 及び経営意識による 差異は大き 

い 

* 評価を常に意識 

蘇活性化や内部の 整理が総じて 進んだ 

* 大きく内部組織を 変革したところの 方が活性度 

が 高い 
麒 経営陣が覚部を 常に意識するようになった。 

                            経営人材の多様化が 進む。 ( 外部人材の導入等。 ) 

独立行政法人化のインパクトに 関す 

る総括的概観その 2 

鰯 競争を意識する 感覚が導入されっ っ あ る。 

競争的であ ることを是認する 

叢 外部に開かれた 組織の必要性の 理解が進んだ 

範 一部の組織では 職員の意識改革が 進む。 

致丁 のく Payer への責任の感覚が 一部に芽生え 

燕 自立心。 

韓 研究員や職員の 個人的評価導入の 動きが出てきて 

いる。 
  組織によるばらつきは 大きい。 
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調査を通じて 明らかになった 

いくつかの問題点、 1 

靭   評価疲れ 

監督官庁の評価委員会、 総合科学技術会議 
の 評価的意図を 持ったヒヤリンバ、 内部の自 
主的評価メカニズム ( アドバイザリー・カウンス 

ル等 ) など重層的な 評価システムがなっている 

ことに加え、 予算段階での 事前評価などもあ り、 
年中、 評価をする会議に 対応しているような 状 

況 が出現。 特に小規模な 組織には負担夫。 

調査を通じて 明らかになった 

いくつかの問題点、 2 
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調査を通じて 明らかになった 

いくつかの問題点、 3 
鰻 他機関へのサービス、 全国共通財産的なもの 

の管理、 維持等を行っている 場合、 交付金シ 
ステムの下ではその 点の配慮よりは 各法人の 
内部の利害が 優先される恐れがあ る。 

藩法人内部組織間の 競争において、 研究の内容 
や成果よりも、 組織の規模、 伝統等がより 大き 

い影響力を持っ 可能性があ る。 
蕊 特許、 ベンチャ一などの 業務に関しては 研究 

所の規模の小さいところは 対応にかなり 限界 
があ る。 
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関係者が留意すべきと 思われる 点 
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独立行政法人化についての 
とりあ えずの評価 ( 私論 ) その 2 

難 各研究機関の 活性化、 競争的状況は 実現しっつ め 

る。 しかし、 それは各研究機関単位の 部分最適化に 
とどまっていないか ? 

離合成の誤謬が 生じないような「国全体としての 経営」 

といったコンセプトの 基づく対応が 相対的に遅れてい 
るのではないか ? く ト一タルマネージメント》 

* 手法の開発 

* ト一タルシステムアフローチの 強化 
特にいくつかの DeathVa Ⅱ ey の解消 
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旧国立試験研究機関等の 活性化等 
に貢献したと 思われる「他の 要因」 

塞 科学技術基本法及び 科学技術基本計画に 基づく各種 

施策 

& 研究費の大量供給 

一期計画 (1996 年度～ 2001 年度 )  17 兆円 75 年 

二期計画 (2002 年度～ 2007 年度 )  24 兆円 75 年 

塞 ポス ドク 制度と任期付き 研究員の大幅増加 

ゑ大型の競争的資金制度 

安産学官連携の 重要性プロパガンダ 

華 政府部内における 科学技術の位置づけの 向上 
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独立法人化された 研究機関等に 影響 

すると考えられる 今後の諸要因 
蒔     NewPub Ⅱ cManagement 研究の進展の 影 

翌日 

細 国の財政状況の 深刻化 

輯 ・ た托 東一一 次 科学技術基本計画の 成果のレビュー 

結果一一一一一 研究投資に対する 見返り 

驚 各研究機関等の 統治能力、 経営能力、 自律 

能力 

驚 国民の理解と 共鳴 

 
 

匡ヨ 調査インタビュ 一先 
9 @ 制帝大 2 

1 @ 制大学 2 

& 新制大学 3 

拳 公立大学等 2 

棄 先行独立行政法人 (l 自国研 ) 4 

牽 大学共同利用研究機関 4 

挙 公立研究所 3 

袋 l 日公社・公団研究機関 2 

を大学付置研究所 4 

& 国設研究機関 Ⅰ l1 

肇 民間設立公的研究所 Ⅱ l 

訪問した公的研究機関合計 28 
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